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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発生した蒸気及びガスを捕集する捕集装置が設けられた密閉された容器内、あるいは発
生した蒸気及びガスを強制的に捕集する捕集装置が設けられた容器内のフレーバー含有被
抽出物と食用油脂とを加熱した後冷却して香味油脂を製造するとともに、前記フレーバー
含有被抽出物と食用油脂とを加熱、冷却する間に発生する水蒸気を含むガスを前記捕集装
置により冷却して留液を捕集する工程、及び前記留液を前記香味油脂に加える工程を有す
ることを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の加熱調理油性フレーバーの製造方法において、前記留液の前記香味油脂
への添加は、フレーバー含有被抽出物の抽出残渣を前記香味油脂から分離する前に行われ
、また前記留液を添加した後、前記香味油脂と前記留液との混合物を０～１１０℃で低温
保持あるいは低温加熱することを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【請求項３】
　請求項１記載の加熱調理油性フレーバーの製造方法において、前記留液の前記香味油脂
への添加は、フレーバー含有被抽出物の抽出残渣を前記香味油脂から分離した後に行われ
、また前記留液を添加した後、前記香味油脂と前記留液との混合物を０～１１０℃で低温
保持あるいは低温加熱することを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【請求項４】
　発生した蒸気及びガスを捕集する捕集装置が設けられた密閉された容器内、あるいは発
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生した蒸気及びガスを強制的に捕集する捕集装置が設けられた容器内のフレーバー含有被
抽出物と食用油脂とを加熱した後冷却して香味油脂を製造するとともに、前記フレーバー
含有被抽出物と食用油脂とを加熱、冷却する間に発生する水蒸気を含むガスを前記捕集装
置により留液を冷却して捕集する工程、及び、前記留液を新たな食用油脂により抽出して
、留液抽出油脂を得る工程、及び前記留液抽出油脂を前記香味油脂に加える工程を有する
ことを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の加熱調理油性フレーバーの製造方法において、前記留液の食用油脂に
よる抽出は、前記留液と前記食用油脂との混合物を、０～１１０℃で低温保持または低温
加熱することにより行われることを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の加熱調理油性フレーバーの製造方法において、フレー
バー含有被抽出物と食用油脂とは、８０～３００℃の温度に加熱されることを特徴とする
加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載された加熱調理油性フレーバーの製造方法によって得ら
れた加熱調理油性フレーバー。
【請求項８】
　請求項７記載の加熱調理油性フレーバーを含有する調合香料。
【請求項９】
　請求項７記載の加熱調理油性フレーバーあるいは請求項８記載の調合香料を含有する飲
食品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加熱調理油性フレーバー及びその製造方法に関する。さらに詳しくは、畜肉
、魚介、乳・乳製品、海草、野菜、果実、穀類、ナッツ類、コーヒー、茶類、豆類、スパ
イスなどの食品やその加工物等の調理風味を有する加熱調理油性フレーバー及びその製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　畜肉、魚介、乳・乳製品、海藻、野菜などの食品を食用油脂により炒めることによって
、これら食品が有する香りや旨みを引き出し、その旨みや香りを油に移し、この油を用い
て調理することは従来から広く行われている。加熱調理油性フレーバーは、このような動
植物原料を加熱調理した際の風味を油へ移行させたものであって、飲食品など、特に調理
加工食品を製造するにあたり、その加工製造、保存中に失われた香味（風味）を補い、更
にその調理中に発生する調理香を付与し、その嗜好性を高めることを主たる目的として、
調理食品全般、更には菓子類、ベーカリー製品、チョコレート、チューインガム、マーガ
リンなど広い分野で用いられている。最近では、各種製品における本物志向に伴い、調理
したときそのままの風味を有する加熱調理油性フレーバーが求められている。
【０００３】
　加熱調理油性フレーバーの製造方法としては、従来以下のような方法が採用されている
。すなわち、第一の方法としては、畜肉、魚介、野菜などの食品を植物性あるいは動物性
の食用油脂と共にオートクレーブに入れ、加熱、加圧して、畜肉、魚介、野菜などの食品
の味や香りを植物性あるいは動物性の食用油脂に移行させる方法である（例えば、特許文
献１参照）。この方法で作成された加熱調理油性フレーバーは高力価であるが、不必要な
反応臭（こもり臭）などが発生する問題がある。第二の方法としては、畜肉、魚介、野菜
などの食品を食用油脂と共に開放系の容器内で加熱する方法である（例えば、特許文献２
参照）。この方法で得られる加熱調理油性フレーバーは、ナチュラルな調理香、ロースト
感があるものの、トップフレーバーが欠如しており、低力価で、インパクト感に欠けると
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いう問題がある。第三の方法としては、畜肉、魚介、野菜などの食品を食用油脂中、常温
で放置する又は被抽出物（すなわち、抽出原料）と食用油脂とを低温に加熱して、畜肉、
魚介、野菜などの食品の味や香りを油脂中に移行させるものである。この方法で得られた
加熱調理油性フレーバーは、素材そのものの香りが油に移行し、ナチュラルではあるが、
調理感が弱く、力価が弱いという問題がある。
【特許文献１】特開昭６０－２５６３４４号公報
【特許文献２】特開昭６２－６６５１号公報
【０００４】
　上記方法は加熱調理油性フレーバーを製造する代表的な方法であるが、これら方法の他
に、まず植物性食用油脂に野菜を加え０～３０℃で放置あるいは６０～１００℃で加熱処
理した後、油相を分離して野菜残渣を得、この野菜残渣に植物性食用油脂を加えて１１０
～１７０℃に加熱処理し、油相を採取した後、この油相に香辛料より得られる油溶性フレ
ーバーを混合する方法（例えば、特許文献３、４参照）、果汁あるいはコーヒーを蒸留し
て得た香気成分含有蒸留液を、逆相分配型吸着剤と接触させた後、溶剤で抽出する方法（
例えば、特許文献５参照）、液体又は固体状香味成分を、液体状態あるいは超臨界状態の
二酸化炭素に溶解移行させ、ついで二酸化炭素中の香気成分を食用油脂などに吸収させる
ことにより香味油を得る方法（例えば、特許文献６、７参照）、生野菜、果実、スパイス
、コーヒー、茶類などの植物性材料を、気－液向流接触抽出法に供し、得られる回収香を
油脂類で抽出する方法（例えば、特許文献８参照）などが挙げられるが、これらの方法は
工程が複雑で、手間と労力を要するとか、新たな装置を必要とするものである。
【特許文献３】特開昭５８－３１９３６号公報
【特許文献４】特開昭５８－１２１７５１号公報
【特許文献５】特開平３－９１４５６号公報
【特許文献６】特開平６－１２５７０７号公報
【特許文献７】特開平６－１３３７２５号公報
【特許文献８】特開２００２－１０５４８５号公報
【０００５】
　さらに、加熱調理油性フレーバーではないが、野菜類、畜肉魚介類、穀類、豆類、果実
類、芋類を密閉された容器に入れ、加熱し、その際に発生するガスを捕集し、冷却液化し
て着香液を得る方法（特許文献９～１１参照）もあるが、所望とする風味を有する着香液
を十分な量で捕集することは難しく、また加熱調理香を有する嗜好性の高い着香液を得る
ことは難しい。
【特許文献９】特開平７－１８４５８９号公報
【特許文献１０】特開平９－９９０７号公報
【特許文献１１】特開平９－９９０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記問題点を有さないあるいは上記問題点の改善がなされた加熱調理油性フ
レーバー及びその製造方法を提供するものである。
　すなわち、本発明の目的は、高力価で、トップインパクトを有し、且つ不必要な反応臭
（こもり臭）がなく、ナチュラルな調理香を有する嗜好性の高い加熱調理油性フレーバー
を提供することである。
　また、本発明の目的は、加熱調理油性フレーバーを製造する際に従来から用いられてい
た装置をそのまま用い、煩雑な工程を付加する必要なく、前記優れた特性を有する加熱調
理油性フレーバーを製造する方法を提供することである。
　さらに、本発明は、上記加熱調理油性フレーバーを含有する調合香料及び上記加熱調理
油性フレーバーを用いた飲食品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行ってきたところ、冷却管などの蒸気
、ガス捕集装置が取り付けられた抽出容器に被抽出物（抽出原料）と食用油脂を仕込み、
加熱した後、抽出物を冷却し、加熱時に冷却管により捕集された留液を抽出容器に戻す、
あるいは、留液をさらに食用油脂により抽出処理して得られた留液抽出油脂を上記抽出容
器に戻すことにより、優れた特性を有する加熱調理油性フレーバーを製造できることを見
出し、この知見に基づいて本発明をなしたものである。
【０００８】
　上記目的を達成する本発明の加熱調理油性フレーバー及び加熱調理油性フレーバーの製
造方法、更には本発明の調合香料及び飲食品は次の構成を有するものである。
（１）発生した蒸気及びガスを捕集する捕集装置が設けられた密閉された容器内、あるい
は発生した蒸気及びガスを強制的に捕集するバキューム等の捕集装置が設けられた容器内
のフレーバー含有被抽出物と食用油脂とを加熱した後冷却して香味油脂を製造するととも
に、前記フレーバー含有被抽出物と食用油脂とを加熱、冷却する間に発生する水蒸気を含
むガスを前記捕集装置により冷却して留液を捕集する工程、及び前記留液を前記香味油脂
に加える工程を有することを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【０００９】
（２）上記（１）記載の加熱調理油性フレーバーの製造方法において、前記留液の前記香
味油脂への添加は、フレーバー含有被抽出物の抽出残渣を前記香味油脂から分離する前に
行われ、また前記留液を添加した後、前記香味油脂と前記留液との混合物を０～１１０℃
、好ましくは、１０～１００℃、更に好ましくは２０～８０℃で低温保持あるいは低温加
熱することを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【００１０】
（３）上記（１）記載の加熱調理油性フレーバーの製造方法において、前記留液の前記香
味油脂への添加は、フレーバー含有被抽出物の抽出残渣を前記香味油脂から分離した後に
行われ、また前記留液を添加した後、前記香味油脂と前記留液との混合物を０～１１０℃
、好ましくは、１０～１００℃、更に好ましくは２０～８０℃で低温保持あるいは低温加
熱することを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【００１１】
（４）発生した蒸気及びガスを捕集する捕集装置が設けられた密閉された容器内、あるい
は発生した蒸気及びガスを強制的に捕集するバキューム等の捕集装置が設けられた容器内
のフレーバー含有被抽出物と食用油脂とを加熱した後冷却して香味油脂を製造するととも
に、前記フレーバー含有被抽出物と食用油脂とを加熱、冷却する間に発生する水蒸気を含
むガスを前記捕集装置により冷却して留液を捕集する工程、及び、前記留液を新たな食用
油脂により抽出して、留液抽出油脂を得る工程、及び前記留液抽出油脂を前記香味油脂に
加える工程を有することを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。

【００１２】
（５）上記（４）に記載の加熱調理油性フレーバーの製造方法において、前記留液の食用
油脂による抽出は、前記留液と前記食用油脂との混合物を、０～１１０℃、好ましくは、
１０～１００℃、更に好ましくは２０～８０℃で低温保持または低温加熱することにより
行われることを特徴とする加熱調理油性フレーバーの製造方法。
【００１３】
（６）上記（１）～（５）のいずれかに記載の加熱調理油性フレーバーの製造方法におい
て、フレーバー含有被抽出物と食用油脂とは、８０～３００℃、好ましくは、９０～２０
０℃、更に好ましくは１００～１５０℃の温度に加熱されることを特徴とする加熱調理油
性フレーバーの製造方法。
【００１４】
（７）上記（１）～（６）のいずれかに記載された加熱調理油性フレーバーの製造方法に
よって得られた加熱調理油性フレーバー。
【００１５】
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（８）上記（７）記載の加熱調理油性フレーバーを含有する調合香料。
【００１６】
（９）上記（７）記載の加熱調理油性フレーバーあるいは上記（８）記載の調合香料を含
有する飲食品。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の製造方法によって得られた加熱調理油性フレーバーは、加圧密閉式抽出品のも
つ不快臭（いわゆるイモ臭、こもり臭）が無く、ナチュラルで、好ましい調理感、一体感
のあるフレーバーを特徴としており、また、開放型抽出品よりもトップインパクトのある
高力価のフレーバーである。本発明の加熱調理油性フレーバーを配合することにより、ナ
チュラルな調理感の付与された嗜好性の高い飲食品を提供することができる。
　また、本発明の加熱調理油性フレーバーの製造方法により、従来から動植物類のエキス
を製造する際に用いられていた装置をそのまま用い、煩雑な工程を付加する必要なく、前
記優れた特性を有する加熱調理油性フレーバーを製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明についてさらに詳細に説明する。
　上記のとおり、本発明の加熱調理油性フレーバーの製造方法においては、発生した蒸気
及びガスを捕集する捕集装置が設けられた密閉された容器内、あるいは発生した蒸気及び
ガスを強制的に捕集するバキューム等の装置が設けられた容器（完全に密閉されている必
要はない）内にフレーバー含有被抽出物と食用油脂とを仕込み、容器内のフレーバー含有
被抽出物と食用油脂とを加熱した後冷却することにより、食用油脂による被抽出物の抽出
処理が行われ、香味油脂が形成される。
【００１９】
　本発明の加熱調理油性フレーバーの製造方法において、フレーバー含有被抽出物と食用
油脂が仕込まれる、捕集装置が設けられた容器としては、捕集装置が設けられた部分以外
からは、前記フレーバー含有被抽出物と食用油脂が加熱された際に発生する蒸気及びガス
が容器外に逃げないようにされた密閉容器、あるいは発生した蒸気及びガスを強制的に捕
集するバキューム等の捕集装置が設けられている場合であれば、完全に密閉されている必
要はない容器が利用でき、捕集装置により発生した蒸気及びガスをほぼ全量捕集できる構
造を有する容器であればどのようなものでもよく、特に限定されるものではない。このよ
うな容器として代表的なものとしては、冷却管が取り付けられたオートクレーブなどの金
属製または強化ガラス製の容器あるいは加熱の態様によっては樹脂製の容器が挙げられる
。オートクレーブは、従来畜肉、魚介、野菜などの食品と植物性あるいは動物性の食用油
脂を密閉状態で加熱加圧することにより風味油を製造する際広く使用されている装置であ
り、当業界においては特別の装置ではない。本発明において使用される容器に取り付けら
れた捕集装置は、容器内の内容物を加熱した際に発生する水蒸気を含むガスを冷却して留
液として捕集するものである。また容器が密閉容器である場合でも、前記密閉容器はこの
捕集装置、例えば冷却管を通じて外気と連通されていることから、容器内は通常常圧とな
っている。この点では、オートクレーブなどの密閉容器を使用した場合における使用態様
は、従来の使用態様と異なるものである。容器内には必要であれば攪拌装置が取り付けら
れ、内容物であるフレーバー含有被抽出物と食用油脂の混合物を加熱中、あるいは加熱後
冷却する間、あるいは後ほど具体的に説明する留液を容器内に戻した後、加熱あるいは冷
却する間攪拌することができる。密閉容器内の内容物の加熱は、容器外部からの加熱であ
ってもよいし、容器内に設けられた加熱手段による加熱であってもよい。
【００２０】
　本発明において、被抽出物として用いられる材料としては、従来加熱調理油性フレーバ
ーの製造において用いられているものの何れであってもよい。代表的には、畜肉魚介類、
これらの加工品、例えばハム、ソーセージ、ベーコン、節類、干物類など、乳・乳製品類
、海草類、野菜類、果実類、穀類、豆類、ナッツ類、コーヒー、茶類、スパイス類、調味
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料・醸造物、糖類、アミノ酸・核酸、天然香料、合成香料などが挙げられる。以下、これ
らについて更に具体的に説明する。
【００２１】
　本発明において被抽出物として用いられる畜肉魚介類を例示すると、畜肉類としては、
例えば、牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉などが挙げられる。これら畜肉類において、用いられる
部位としては、肉、内臓、骨、エキスなどを挙げることができる。また、畜肉類の加工品
であるハム、ソーセージ、ベーコンなども挙げられる。魚介類としては、例えばマグロ、
カツオ、アジ、イワシ、サンマ、アナゴ、アコウダイ、アナゴ、アユ、アンコウ、ウナギ
、アマダイ、サヨリ、サワラ、シシャモ、シタビラメ、シラウオ、クロダイ、マダイ、ハ
ゼ、ハタハタ、ハモ、ヒラメ、カレイ、フグ、ブリ、ワカサギなどの魚類；イカ、タコな
どの頭足類；アサリ、ハマグリ、シジミ、アカガイ、イガイ、トリガイ、アオヤギ、ホッ
キガイ、ムルガイ、タイラギ、ホタテガイ、カキなどの二枚貝、サザエ、アワビなどの巻
貝などの貝類；毛ガニ、ズワイガニ、ハナサキガニ、タラバガニ、ガザミなどのカニ類；
ホッコクアカエビ、イセエビ、クルマエビ、シバエボ、サクラエビ、ロブスター、ザリガ
ニなどのエビ・ザリガニ類；エサザアミ、コマセアミ、オキアミなどのアミ類などが挙げ
られる。これら魚介類において、用いられる部位は、魚肉などの肉類、内臓、骨、殻、エ
キスなどである。
【００２２】
　節類は、魚類のうち、特に赤身魚のカツオ、マグロ、サバ、イワシ、サンマなどの加工
品であり、例えば、カツオ節、宗田節、サバ節、イワシ節、ムロ節、サンマ節、ナマリ節
、マグロ節、ウルメ節、煮干しなどが挙げられる。また、魚介加工品である干物類も本発
明において被抽出物として用いられるものであり、例えば素干しスルメイカ、干しダラ、
アゴ（トビウオ）、干し貝柱、干しエビなどが挙げられる。
【００２３】
　本発明において用いられる乳・乳製品を挙げると、例えば、クリーム、練乳、脱脂粉乳
、各種ナチュラルチーズ、プロセスチーズなどが挙げられる。
【００２４】
　本発明において用いられる海藻類を挙げると、例えば、マコンブ、リシリコンブ、ナガ
コンブなどのコンブ類、ワカメ、ノリ、ヒジキなど、更にはこれら海藻類の加工品である
、干しコンブ（出汁コンブ）、乾燥ワカメなどが挙げられる。
【００２５】
　本発明において用いられる野菜類を挙げると、例えば、タマネギ、シャロット、長ネギ
、アサツキ、ワケギ、ニラ、春菊、キャベツ、レタス、白菜、ホウレンソウ、カラシナ、
チンゲンツァイ、タカナ、大根、ニンジン、ゴボウ、ビート、椎茸、マツタケ、マイタケ
、マッシュルーム、トマト、アシタバ、竹の子、ピーマン、三つ葉、パセリ、セリ、セロ
リ、カリフラワー、とうもろこし、アスパラガス、もやし、ブロッコリー、メロン、スイ
カ、オカヒジキ、カボチャ、キュウリ、ニガウリ、ナス、サツマイモ、シソ、トウガラシ
、ノビル、ツルムラサキ、ヨモギ、ニンニク、ホースラディッシュ、ミズガラシ、ミョウ
ガ、ショウガ、ワサビ、ゴマ、サンショウ、フキ、ザーサイなどが挙げられる。
【００２６】
　本発明において用いられる果実類を挙げると、例えば、リンゴ、チェリー、プルーン、
アプリコット、オレンジ、レモン、ライム、マンダリン、グレープフルーツ、ストロベリ
ー、バナナ、パイナップル、ぶどう、キーウィーなどが挙げられる。
【００２７】
　本発明において用いられる穀類を挙げると、例えば、米、麦、粟、稗、蕎麦、玉蜀黍、
ハトムギ、玄米などが挙げられる。
【００２８】
　本発明において用いられる豆類を挙げると、例えば、大豆、小豆、黒豆、ウズラ豆、グ
リーンピースなどが挙げられる。
【００２９】
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　本発明において用いられるナッツ類を挙げると、例えば、アーモンドナッツ、カシュウ
ナッツ、ピーナッツ、ヘーゼルナッツ、ウォルナッツ（クルミ）、ペカンナッツ、チェス
ナッツ（栗）、マカデミアナッツ、ピスタチオ、松の実、カカオ豆などが挙げられる。
【００３０】
　本発明において用いられる茶類を挙げると、例えば、緑茶、紅茶、ウーロン茶などが挙
げられる。
【００３１】
　本発明において用いられるスパイス類を挙げると、例えば、唐辛子、胡椒、山椒、ニン
ニク、ニラ、ショウガ、シンナモン、シナモン、うこん、陳皮、シソ、ワサビ、アニス、
アサフェチダ、アジョワン、アンゼリカ、アンゲリカシード、ウイキョウ、オールスパイ
ス、オニオン、オレガノ、オレンジ、ガーリック、カイエン、カストリウム、カッシア、
カッシアバーク、カプシカム、カモミール、カラシ、カラシナ、カルダモン、カレー、カ
レーリーフ、カンゾウ、キャラウェー、キャロット、キュベブ、クチナシ、クミン、クラ
リセージ、クローブ、クローブバッド、クローブリーフ、クレソン、ケーパー、コーン、
コショウサッサフラス、ゴボウ、コリアンダー、サフラン、サボリー、サルビア、シイタ
ケ、シャロット、ショウノウハクユ、ジンジャー、スィートベイ、スターアニス、スペア
ミント、セージ、セイボリー、セイヨウワサビ、セロリー、セロリシード、ソーレル、タ
ーメリック、タイム、タマリンド、タラゴン、チャービル、チャイブ、チリー、ディル、
トウガラシ、トマト、ナガネギ、ナツメグ、ニガヨモギ、ニジェラ、バジル、パセリ、ハ
ッカ、バニラ、ヒソップ、パプリカ、ビターアーモンド、ピメンタ、フェネグリーク、フ
ェンネル、ブチュ、ベイリーフ、ペッパー、ペパー、ペパーミント、ホースミント、ホー
スラディッシュ、マジョラム、マスタード、マツタケ、ミックススパイス、ミョウガ、メ
ース、ライム、リーク、リンデン、レモングラス、レモン、レモンバーム、ローズ、ロー
ズマリー、ローレルなどが挙げられる。
【００３２】
　本発明において用いられる調味料・醸造物を挙げると、例えば、醤油、ナンプラー、し
ょっつる等の魚醤油、塩、ソース、味噌、ケチャップ、米酢、果実酢、穀物酢などの食酢
、豆板醤等の醤系調味料、日本酒、みりん、ワイン等の酒・アルコール系調味料、酒粕な
どが挙げられる。
【００３３】
　本発明において用いられる糖類を挙げると、例えば、キシロース、リボース、ヘキソー
ス、ペントース、グリセルアルデヒド、ジヒドロキシアセトン、フラクトース、ガラクト
ース、シュクロース、グルコース、マルトース、タクトース、セルビオース、トレハロー
ス、ラクチトール、ラムノース等の糖類、糖蜜、液糖、蜂蜜、メープルシュガーなどが挙
げられる。また、グリチルリチン、グリシルリチン酸ジカリウム、ソーマチン、モネリン
、アマチャ抽出物、甘草抽出物、羅漢果抽出物、ステビア、アスパルテーム、アリテーム
、スクラロース、アセルルファムカリウム、スクラロース、ネオヘスペリジンヒドロカル
コン、サッカリンナトリウム等の高甘味度甘味料も挙げられる。
【００３４】
　本発明において用いられるアミノ酸・核酸類を挙げると、例えば、グリシン、アラニン
、シスチン、システイン、バリン、リジン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロ
シン、フェニルアラニン、チロシン、ヒスチジン、スレオニン、メチオニン、プロリン、
ヒドロキシプロリン、セリン、アルギニン、カルニチン、ヒスチジン、トリプトファン、
アスパラギン、グルタミン、グルタミン酸、アスパラギン酸、アデノシン　３－リン酸、
アデノシン　２－リン酸、アデニル酸、イノシン酸、グアニル酸、ウルジル酸、シチジル
酸、イノシン、ヒポキサンチン、植物・動物蛋白加水分解物、酵母エキスなどが挙げられ
る。本発明の加熱調理油性フレーバーには、本発明に影響を及ぼさない範囲で各種の天然
香料、合成香料（例えば、非特許文献１参照）を適宜配合することができる。
【非特許文献１】特許庁公報、周知慣用技術集（香料）第II部　食品香料、第１０６０～
１０６９頁、平成１２年１月１４日発行
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【００３５】
　これら本発明において被抽出物として用いられる材料は、材料の特性に応じ、生でもよ
いし、乾燥あるいは冷凍されたものでもよい。また、生、乾燥、冷凍等品のホール状態、
若しくは細かくカットされたものでも、薄く削られたものでも、粉砕されたものでも、磨
り潰されたペースト状のものでもよい。さらに、エキス化されたものでもよいし、各種加
工品であってもよい。
【００３６】
　被抽出物は、一種であってもよいし、二種以上を適宜必要に応じ選択し、組み合わせて
用いてもよいが、二種以上を用いることが好ましい。数種類を組み合わせることにより、
好ましい調理感を伴うフレーバーを調整することができる。特に、野菜類及び／又は畜肉
類とスパイス類の組み合わせなどは、好適な例である。
【００３７】
　一方、本発明において抽出用油脂として用いられる食用油脂は、動物油脂であっても、
植物油脂であってもよいし、これら動植物油脂が精製・加工されたものであってもよい。
動物油脂類としては、例えば、チキンオイル、精製ラード、クッカーラード、豚骨油、精
製牛脂、クッカー牛脂、牛脂硬化油などが、植物油脂類としては、例えば、米油、綿実油
、ゴマ油、パーム油、コーン油、菜種油、大豆油、サフラワー油、カボック油、油ナッツ
系オイル、オリーブオイル、コーヒーオイルなどが、食用精製・加工油脂類としては、例
えば、炭素数が８～１０の中鎖脂肪酸トリグリセリド（ＭＣＴ）、炭素数が８～１０の中
鎖脂肪酸ジグリセリド（ＭＣＤ）、ショートニング、バター（バターオイル）、マーガリ
ンなどが挙げられる。
【００３８】
　本発明においては、フレーバーの抽出に用いられる上記被抽出物と食用油脂の仕込み割
合は、食用油脂５～９５重量％、被抽出物９５～５重量％の割合が好ましく、より好まし
くは食用油脂２０～８０重量％、被抽出物８０～２０重量％の割合である。本発明におい
ては、捕集装置により留液を捕集することが必要とされることから、被抽出物には水分が
含まれたものを少なくとも用いることが必要である。また、必要に応じて、本発明に影響
のない範囲で水を加えてもよい。被抽出物中の水分の含有量は、被抽出物全量に対し、１
０～９５重量％が好ましく、より好ましくは２０～８０重量％である。
【００３９】
　香味油脂を得るため、上記被抽出物と食用油脂は、捕集装置が備えられた密閉容器内、
あるいは発生した蒸気及びガスを強制的に捕集するバキューム等の装置が設けられた容器
（完全に密閉されている必要はない）内で、好ましくは攪拌下に加熱される。このときの
加熱温度は、一般的には８０～３００℃、好ましくは９０～２００℃、更に好ましくは、
１００～１５０℃の温度である。加熱温度を１００℃以上とすることにより、被抽出物か
らの水分の蒸散が促進され、また好ましい調理香を香味油脂、留液に付与することができ
る。また、加熱時間は、加熱温度、被抽出物の材料、使用する食用油脂、被抽出物と食用
油脂の量、加熱装置によって異なるものの、通常１分～５時間、好ましくは５分～３時間
である。また、定められた温度まで到達するに要する時間を保持あるいは加熱時間として
もよい。加熱は、少なくとも、装置に取り付けられた捕集装置により、留液がもはや得ら
れなくなる時間以上の時間とすることが好ましいが、必要に応じて被抽出物中に水分が残
留している状態で加熱を中止することもできる。容器内の内容物の加熱によって被抽出物
からのフレーバーの抽出が終了した後、被抽出物と食用油脂は一旦冷却される。被抽出物
と食用油脂を加熱している間に蒸散した水蒸気を含むガスは、捕集装置により冷却され、
留液として容器外に捕集される。捕集される留液の量は、仕込み容器の形状等にも影響を
受けるが、主として仕込み原料の水分含量に依存する。仕込み原料の水分が捕集装置によ
り完全に容器外に捕集されれば、留液の量は仕込み原料の水分含量とほぼ同量となる。こ
の留液の捕集により、被抽出物と食用油脂の加熱により発生した揮発成分が、蒸散した水
とともに回収される。捕集装置としては、例えば共通摺合せ冷却器（ＩＷＡＫＩ製）など
を用いることができる。
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【００４０】
　本発明においては、被抽出物と食用油脂の加熱により被抽出物からフレーバーが食用油
脂に移行し、これにより香味油脂が得られる。被抽出物からのフレーバーの抽出が終了し
た後、香味油脂と被抽出物残渣の混合物は冷却される。本発明においては、容器外に捕集
回収された留液は、冷却された容器内に戻されるか、あるいは内容物の全部あるいは一部
（例えば香味油脂）が冷却された容器から他の容器に移された際には、移された他の容器
に加えられ、香味油脂と混合される。留液中には加熱抽出時の揮発成分が含まれており、
したがって留液を香味油脂に戻すことにより、香味油脂への揮発成分の戻しが行われるこ
ととなる。この留液の戻しは、冷却された香味油脂と被抽出物残渣の混合物に対し直接行
われてもよいし、香味油脂を被抽出物残渣から分離した後に香味油脂に対して行われても
よい。この留液の香味油脂への戻し量は、通常留液全量とされるが、必要であればその一
部であってもかまわない。
【００４１】
　香味油脂による留液のフレーバー成分の抽出は、留液を香味油脂に戻した後、留液混合
物を好ましくは攪拌下に低温、例えば０～１１０℃、好ましくは、１０～１００℃、更に
好ましくは２０℃～８０℃に保持あるいは加熱することにより行われる。なお、保持ある
いは加熱温度は、香味油脂が液状である温度以上の温度であることが必要とされる。この
とき容器は、必要に応じ密閉状態とされてもよい。特に、加熱温度が例えば１００℃を超
えるような場合には、水分の沸騰により水分が蒸発し、これに伴って戻した香気も失われ
ることとなるため、容器を密閉した状態で加熱することが必要とされる。前記０～１１０
℃の温度で容器を保持あるいは加熱する際の容器内の圧力は、例えば１００～２００Ｐａ
、好ましくは１００～１１０Ｐａ、更に好ましくは常圧とされる。保持あるいは加熱時間
は、保持あるいは加熱の温度によっても異なるが、通常２４時間以内、好ましくは８時間
以内、更に好ましくは４時間以内とされる。留液を被抽出物残渣と香味油脂混合物に直接
戻した場合には、前記留液からのフレーバーの抽出処理が終わった後に混合液から被抽出
物残渣の分離が行われる。被抽出物の抽出残渣を香味油脂から分離する方法としては、い
ずれの方法でもよく、例えば、振動篩、スクリュープレス、スクリューデカンター等の重
力分離、圧力分離、遠心分離など、従来から固液分離を行う際に用いられている方法が挙
げられる。なお、分離作業は、抽出残渣を沈殿させてから行うと、被抽出物の成分を充分
に抽出することができ好ましい。固液分離後、更に助剤ろ過を行い清澄化することができ
る。本発明における助剤ろ過は、一般に行われている方法でよく、用いる助剤も適宜選択
することができ、例えば、珪藻土等の食品のろ過に使用可能なものであればよい。また、
助剤ろ過前にＰＶＰＰ（ポリビニルポリピロリドン）や活性白土など公知の吸着剤を用い
ることも可能である。
【００４２】
　こうして、目的とする加熱調理油性フレーバーが得られる。得られた加熱調理油性フレ
ーバーは、残留水分のため混濁している場合もある。その場合は水分の除去により透明な
フレーバーとすることができる。水分除去の方法は、一般に用いられている水分分離方法
でよく、例えば、遠心分離、静置分液や、無水硫酸ナトリウム等の脱水剤を用いて脱水し
、更にろ紙ろ過する等の清澄ろ過法などが挙げられる。必要であれば、これらの方法を適
宜組み合わせて水分を除去することにより、清澄な加熱調理油性フレーバーが得られる。
【００４３】
　また、上記留液の戻し方法と異なり、留液を新たな食用油脂を用いて、好ましくは攪拌
下、低温抽出処理し、これにより得られた第２の香味油脂（留液抽出油脂）を、被抽出物
の抽出によって得られた第１の香味油脂と混ぜ合わせる方法によって本発明の加熱調理油
性フレーバーを得てもよい。このときの低温抽出処理は、例えば留液と新たな食用油脂温
を好ましくは攪拌下に低温で加熱するなどの方法により行われる。このときの加熱温度は
、前記留液をそのままの形態で香味油脂に戻し、留液からのフレーバーの移行、抽出処理
を行う際の温度と同様の温度、すなわち０～１１０℃、好ましくは１０～１００℃、更に
好ましくは２０～８０℃の温度で行うことができる。第２の香味油脂の第１の香味油脂へ
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の添加は、被抽出物残渣を分離する前、被抽出物残渣を分離した後、必要であればその両
者であってもよく、適宜の時期に行うことができる。これによって目的とする加熱調理油
性フレーバーを得ることができる。
【００４４】
　上記本発明の製造方法によって得られた加熱調理油性フレーバーは、従来の方法で得ら
れた加熱調理油性フレーバーが有する問題点を有さず、力価も強く、こもり臭もなく、ナ
チュラル感を有し、トップインパクトの強い、嗜好性の高い加熱調理油性フレーバーであ
る。その中でも、冷却された香味油脂と被抽出物残渣の混合物に対し留液の戻しを行う方
法により製造された加熱調理油性フレーバーは、特に好ましい甘さの香調が強く、また後
残り（残香性）が強いものであった。なお、留液を新たな食用油脂を用いて低温抽出して
得られた第２の香味油脂を、第１の香味油脂に戻す方法で得られた加熱調理油性フレーバ
ーは、留液を香味油脂に直接戻す方法で得られた加熱調理油性フレーバーに比べ香気（香
味）が全体に弱めではあるが、ロースト感の強い独特な香調のものであった。
【００４５】
　本発明の製造方法で得られた加熱調理油性フレーバーは、そのままで、あるいは所望に
より本発明方法以外の手段で得られた天然由来の香料素材または化学的に合成された香料
素材などが配合されて調合香料として用いられる。このようにして得られた加熱調理油性
フレーバーあるいは加熱調理油性フレーバー含有調合香料は、そのままの形態で、あるい
は可食性の溶媒（エタノール、プロピレングリコール、グリセリン）や油脂により更に希
釈した状態として、製品に添加、あるいは配合されてもよい。製品への添加方法としては
、例えば、液体を霧状に製品に噴霧し、吸着させることもできる。その他、乳化・可溶状
、粉末状、顆粒状など、任意の形態での使用が可能である。例えば、ポリグリセリン脂肪
酸エステル等の合成界面活性剤やレシチン等の天然乳化剤を用い、既知の方法により乳化
・可溶化処理を行い、水溶性の液体状フレーバーとして用いてもよい。また、糖類、デキ
ストリン、デンプン等の賦形剤とポリグリセリン脂肪酸エステル等合成界面活性剤との合
わせ配合、あるいはアラビアガム、ゼラチン、カゼイン、植物蛋白等任意の乳化性賦形剤
の配合後、例えば、ホモジナイザーを用い均質化処理を行って乳化液とし、更にこの乳化
液を噴霧乾燥、凍結乾燥、真空乾燥等、既知の方法によって粉末状あるいは顆粒状の固体
状フレーバーとして用いてもよい。上記以外の方法では、デキストリン等の賦形剤に加熱
調理油性フレーバーを直接混合して吸着させる吸着型粉末フレーバーとすることもできる
。また、加熱調理油性フレーバー含有組成物を、エクストルージョン法を用いて粉末化あ
るいは顆粒化する方法もある。このような方法により、本発明の加熱調理油性フレーバー
あるいは該加熱調理油性フレーバーを含む調合香料は、用途に応じて適宜形態化処理を行
い、香味付与剤として用いられる。
【００４６】
　本発明の加熱調理油性フレーバーあるいは該加熱調理油性フレーバーを含む調合香料が
添加および配合される製品としては、スナック食品；シャーベット、アイスクリームなど
の冷菓類；電子レンジ食品；レトルト食品；スープ食品；畜肉・水産練食品；ドレッシン
グ；風味調味料、タレ類、液体調味料等の調味料類；即席麺；清涼飲料、果汁飲料、炭酸
飲料などの飲料類；シロップ、キャンディー類；ジャム、フルーツプレザーブ類；ケーキ
、ババロア、ムース等の洋菓子類；調理食品；総菜類；珍味類；ベーカリー製品；チョコ
レート；チューインガム；マーガリン等、種々の飲食品が挙げられる。特に好ましい飲食
品としては、ラーメン、カレー、シチュー、スナック、缶スープ、粉末スープ、焼肉のた
れ、ドレッシング、焼き菓子、キャンディー、ベーカリー、チョコレート、アイスクリー
ムなどを挙げることができる。
【００４７】
　本発明の加熱調理油性フレーバーあるいは該加熱調理油性フレーバーを添加および配合
させた調合香料の前記飲食品に対する配合量は任意でよいが、飲食品の重量に対し、例え
ば、０．０１～５０重量％、好ましくは０．０３～１０重量％、更に好ましくは０．０５
～１重量％の如き配合量を例示することができる。
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【実施例】
【００４８】
　以下に、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は以下の例により何ら限定
されるものでない。なお、以下の例中、室温とは２０～３０℃の温度である。
【００４９】
（実施例１）
　米サラダ油７００ｇと、フードカッターで裁断したタマネギ、ニンニク、ショウガ各１
００ｇとを冷却管付きオートクレーブに投入し、攪拌しながら１２０分かけて１４０℃ま
で加熱昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷却管を通し回収した。回収された留液は
１６０ｇであった。１４０℃に達した後室温まで冷却し、先に回収した留液をオートクレ
ーブ中に戻した。室温で１５分間攪拌した後、抽出残渣を油相から分離除去し、油相の脱
水処理を行って、フレーバーＡを得た。
【００５０】
（比較例１）
　米サラダ油７００ｇと、フードカッターで裁断したタマネギ、ニンニク、ショウガ各１
００ｇとを密閉式オートクレーブに投入し、密閉した状態で攪拌しながら１２０分１４０
℃まで加熱昇温させた。１４０℃に達した後、室温まで冷却し、１５分間攪拌した後、抽
出残渣を油相から分離除去し、油相の脱水処理を行って、フレーバーＢを得た。
【００５１】
（比較例２）
　米サラダ油７００ｇと、フードカッターで裁断したタマネギ、ニンニク、ショウガ各１
００ｇとを開放型平釜密閉式に投入し、攪拌しながら１２０分１４０℃まで加熱昇温させ
た。１４０℃に達した後、室温まで冷却し、１５分間攪拌した後、抽出残渣を油相から分
離除去し、油相の脱水処理を行って、フレーバーＣを得た。
【００５２】
（比較試験例１）
　実施例１、比較例１及び比較例２で得られたフレーバーＡ、Ｂ、Ｃについて、下記の条
件で香気量分析及び官能評価を行った。
＜香気量分析＞
　実施例１、比較例１及び比較例２で得られたフレーバーＡ、Ｂ、Ｃを、ＨＳ－ＧＣ／Ｍ
Ｓ分析に供し、香気量分析を行った。結果を表１に示す。なお、ＨＳ－ＧＣ／ＭＳ分析の
際のガスクロマトグラフィー条件は次のとおりである。
【００５３】
［ガスクロマトグラフィー条件］
　密栓したバイアル瓶をパーキンエルマー社製ガスクロマトグラフィー用オートサンプラ
ーにて６０℃に加温し、揮発した成分をヒューレットパッカード社製のガスクロマトグラ
フィーに導入して、分析した。
カラム：ＢＣ－ＷＡＸ（５０ｍ×０．２５ｍｍ、ｄｆ＝０．２５μｍ）（ＧＬサイエンス
社製）
温度プログラム：６０℃（５分）→２３０℃（２０分）（５℃／分で昇温）
【００５４】
【表１】
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【００５５】
＜官能評価＞
　専門パネル９名により、実施例１、比較例１及び比較例２で得られた加熱調理油性フレ
ーバーＡ、Ｂ、Ｃの官能評価を行った。官能評価は、２００ｍｌビーカーにフレーバーＡ
、Ｂ、Ｃをそれぞれ１ｇずつ測り採り、お湯を１００ｍｌ注ぎ、加熱調理油性フレーバー
Ａ、Ｂ、Ｃの相対評価を行うことによった。結果を表２に示す。表中の数字は、人数を示
す。
　なお、「持続性」の評価は、お湯を注いでから５分後の官能による力価の比較により行
った。
【００５６】
【表２】

【００５７】
　*)イモ臭：こもり臭、むれ臭とも言われるもので、いわゆる加熱調理不快臭である。密
閉状態で過剰に加熱されることにより発生する臭いを言う。
【００５８】
　上記表１及び表２の結果から、本発明品である実施例１で得られた加熱調理油性フレー
バーＡは、従来品である加圧密閉式抽出品（加熱調理油性フレーバーＢ）のもつ不快臭（
いわゆるイモ臭）が無く、ナチュラルで、好ましい調理感、一体感のあるフレーバーを特
徴としており、また、従来品の開放型抽出品（加熱調理油性フレーバーＣ）よりもトップ
インパクトのある高力価のフレーバーであることが分かる。
【００５９】
（実施例２）
　キャノーラ油７００ｇと、赤唐辛子パウダー１０ｇ、クミンパウダー１５ｇ、マスター
ドパウダー５ｇ、ブラックペッパー１５ｇ、ターメリックパウダー４０ｇ、水７０ｇ、ア
ミノ酸液３０ｇ、グルコース２０ｇ、及びフードカッターで裁断したタマネギ、ニンニク
、ショウガ各１００ｇを冷却管付きオートクレーブに投入し、攪拌しながら１３０℃まで
加熱昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷却管を通し回収した。回収された留液は１
００ｇであった。１３０℃に達した後室温まで冷却し、先に回収した留液をオートクレー
ブ中に戻した。室温で１５分間攪拌した後、抽出残渣を油相から分離除去し、油相の脱水
処理を行って、フレーバーＤを得た。
【００６０】
（実施例３）
　チキンオイル５００ｇと、煮干３５０ｇ、水１００ｇ、醤油５０ｇを冷却管付きオート
クレーブに投入し、攪拌しながら１２０℃まで加熱昇温させる。その際、発生した水蒸気
は冷却管を通し回収した。回収された留液は１００ｇであった。１２０℃に達した後室温
まで冷却し、先に回収した留液をオートクレーブ中に戻した。室温で５時間攪拌後、抽出
残渣を油相から分離除去し、油相の脱水処理を行って、フレーバーＥを得た。
【００６１】
（実施例４）
　菜種油４００ｇと、乾燥オニオンミンス４００ｇ、水２００ｇを冷却管付きオートクレ
ーブに投入し、攪拌しながら１５０℃まで加熱昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷
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冷却し、先に回収した留液をオートクレーブ中に戻した。室温で１時間攪拌後、抽出残渣
を油相から分離除去し、油相の脱水処理を行って、フレーバーＦを得た。
【００６２】
（実施例５）
　下記表３処方のスープミックス７．５ｇと実施例１のフレーバーＡ１．０ｇを熱湯５０
０ｍｌに溶解し、ラーメンスープＡを調整した。
【００６３】
【表３】

【００６４】
（比較例３）
　フレーバーＡに変えて、比較例１のフレーバーＢを用いることを除き、実施例５と同様
にしてラーメンスープＢを調整した。
【００６５】
（比較例４）
　フレーバーＡに変えて、比較例２のフレーバーＣを用いることを除き、実施例５と同様
にしてラーメンスープＣを調整した。
【００６６】
（比較試験例２）
　実施例５、比較例３及び比較例４で得られたラーメンスープＡ、Ｂ、Ｃについて、専門
パネルによる官能評価を行った。結果を表４に示す。
【００６７】
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【表４】

【００６８】
　上記表４から、本発明品の加熱調理油性フレーバーＡの配合により、従来品である加圧
密閉式抽出品（加熱調理油性フレーバーＢ）あるいは開放型抽出品（加熱調理油性フレー
バーＣ）の配合による場合に比べ、ナチュラルな調理感の付与された嗜好性の高いラーメ
ンスープを提供できることが分かる。
【００６９】
（実施例６）
　チキンオイル５００ｇと、フードカッターで裁断したタマネギ、ニンニク、ショウガ各
１００ｇ、鶏肉２００ｇを冷却管付きオートクレーブに投入し、攪拌しながら１５０分か
けて２８０℃まで加熱昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷却管を通し回収した。回
収された留液は１８０ｇであった。２８０℃に達した後１００℃近辺まで冷却し、先に回
収した留液をオートクレーブ中に戻した。室温で１時間攪拌した後、抽出残渣を油相から
分離除去し、油相の脱水処理を行って、チキンフレーバーＧを得た。
【００７０】
（実施例７）
　ＭＣＴ５００ｇと、粗挽きシナモン２００ｇ、水１５０ｇを冷却管付きオートクレーブ
に投入し、攪拌しながら９０分かけて１００℃まで加熱昇温させた。その際、発生した水
蒸気は冷却管を通し回収した。回収された留液は１２０ｇであった。１００℃に達した後
１０℃近辺まで冷却し、先に回収した留液をオートクレーブ中に戻した。室温で４時間攪
拌した後、抽出残渣を油相から分離除去し、油相の脱水処理を行って、シナモンフレーバ
ーＨを得た。
【００７１】
（実施例８）
　チキンオイル５００ｇと、フードカッターで裁断したオニオン１００ｇ、ニボシ１００
ｇを冷却管付きオートクレーブに投入し、攪拌しながら１５０分かけて１５０℃まで加熱
昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷却管を通し回収した。回収された留液は２００
ｇであった。１５０℃に達した後室温まで冷却し、抽出残渣を油相から分離除去した。そ
の後、先に回収した留液をオートクレーブ中に戻し、室温で２時間攪拌した後、油相の脱
水処理を行って、イワシフレーバーＩを得た。
【００７２】
（実施例９）
　米サラダ油７００ｇと、水１００ｇ、乾燥ニンニクチップ、乾燥オニオンミンス各１０
０ｇとを冷却管付きオートクレーブに投入し、攪拌しながら９０分かけて１２０℃まで加
熱昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷却管を通し回収した。回収された留液は８０
ｇであった。１２０℃に達した後室温まで冷却し、抽出残渣を油相から分離除去する。そ
の後、先に回収した留液をオートクレーブ中に戻し、室温で１時間攪拌した後、油相の脱
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水処理を行って、ベジタブルフレーバーＪを得た。
【００７３】
（実施例１０）
　菜種油４００ｇと、フードカッターで裁断したショウガ１００ｇ、乾燥ジンジャーフレ
ーク１５０ｇ、醤油５０ｇを冷却管付きオートクレーブに投入し、攪拌しながら１８０分
かけて３００℃まで加熱昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷却管を通し回収した。
回収された留液１７０ｇと菜種油５０ｇをナスフラスコに入れ、４０℃で１時間攪拌し、
留液抽出油脂を得た。留液を捕集しつつ３００℃に達した後、１１０℃まで冷却し、先に
得られた留液抽出油脂をオートクレーブ中に戻し、１００℃で３０分間攪拌した。その後
抽出残渣を分離除去し、油相の脱水処理を行って、ジンジャーフレーバーＫを得た。
【００７４】
（実施例１１）
　チキンオイル５００ｇと、フードカッターで裁断したタマネギ、ニンニク各１００ｇ、
豚肉２００ｇ、醤油５０ｇ、カレー粉５０ｇを冷却管付きオートクレーブに投入し、攪拌
しながら１２０分かけて１８０℃まで加熱昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷却管
を通し回収した。回収された留液２１０ｇと米サラダ油９０ｇをナスフラスコに入れ、１
５℃で３０分間攪拌し、留液抽出油脂を得た。留液を捕集しつつ１８０℃に達した後、室
温まで冷却し抽出残渣を油相から分離除去した。その後、先に得られた留液抽出油脂をオ
ートクレーブ中に戻し、３０℃で３０分攪拌し、油相の脱水処理を行って、カレーフレー
バーＬを得た。
【００７５】
（実施例１２）
　ＭＣＴ５００ｇと、フードカッターで裁断したアーモンド２００ｇ、醤油５０ｇ、水１
００ｇを冷却管付きオートクレーブに投入し、攪拌しながら１２０分かけて１８０℃まで
加熱昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷却管を通し回収した。回収された留液２１
０ｇと米サラダ油９０ｇをナスフラスコに入れ、１５℃で３０分間攪拌し、留液抽出油脂
を得た。留液を捕集しつつ１８０℃に達した後、室温まで冷却し、抽出残渣を油相から分
離除去した。その後、先に得られた留液抽出油脂をオートクレーブ中に戻し、３０℃で３
０分攪拌し、油相の脱水処理を行って、アーモンドフレーバーＭを得た。
【００７６】
（実施例１３）
　ラード６００ｇと、フードカッターで裁断したニンニク、ショウガ、オニオン各１００
ｇと醤油５０ｇ、豚肉２００ｇを冷却管付きオートクレーブに投入し、攪拌しながら１２
０分かけて１８０℃まで加熱昇温させた。その際、発生した水蒸気は冷却管を通し回収し
た。回収された留液２１０ｇと米サラダ油９０ｇをナスフラスコに入れ、１５℃で３０分
間攪拌し、留液抽出油脂を得た。留液を捕集しつつ１８０℃に達した後、室温まで冷却し
、抽出残渣を油相から分離除去した。その後、先に得られた留液抽出油脂をオートクレー
ブ中に戻し、３０℃で３０分攪拌し、油相の脱水処理を行って、ポークフレーバーＮを得
た。
【００７７】
（実施例１４）
　上記実施例６で得たチキンフレーバーＧを用い、スナック菓子用の調合香料として下記
組成のコンソメフレーバーを作製した。このコンソメフレーバーについて専門パネルによ
る官能評価を行ったところ、従来の密閉式および開放式抽出法で作製されたチキンフレー
バーを用いたコンソメフレーバーと比較し、このコンソメフレーバーは、レトルト臭など
の無いスープの炊き出したような調理感を備え、且つ、強度があると評価された。
【００７８】
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【００７９】
（実施例１５）
　上記実施例７で得たシナモンフレーバーＨを用い、キャンディー用の調合香料として下
記組成のスパイスフレーバーを作製した。このスパイスフレーバーについて専門パネルに
よる官能評価を行ったところ、従来の密閉式および開放式抽出法で作製されたシナモンフ
レーバーを用いたスパイスフレーバーと比較し、このスパイスフレーバーは、シナモンの
加熱により揮発しやすいトップ香を備え、且つ、加熱された甘味があると評価された。
【００８０】

【００８１】
（実施例１６）
　上記実施例８で得たイワシフレーバーＩを用い、畜肉、水産製品用の調合香料として下
記組成のソーセージフレーバーを作製した。このソーセージフレーバーについて専門パネ
ルによる官能評価を行ったところ、従来の密閉式および開放式抽出法で作製されたイワシ
フレーバーを用いたソーセージフレーバーと比較し、このソーセージフレーバーは、特に
魚肉ソーセージなど魚肉加工品に適した魚肉の本物感を有し、且つ、好ましくない魚臭が
低減されていると評価された。
【００８２】
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【００８３】
（実施例１７）
　上記実施例９で得たベジタブルフレーバーＪを用い、チルド食品用の調合香料として下
記組成の炒めヤサイフレーバーを作製した。この炒めヤサイフレーバーについて専門パネ
ルによる官能評価を行ったところ、従来の密閉式および開放式抽出法で作製されたベジタ
ブルフレーバーを用いた炒めヤサイフレーバーと比較し、この炒めヤサイフレーバーは、
ナチュラルな調理感を備え、且つ、強度があると評価された。
【００８４】

【００８５】
（実施例１８）
　上記実施例１０で得たジンジャーフレーバーＫを用い、ドリンク用の調合香料として下
記組成のドリンクフレーバーを作製した。このドリンクフレーバーについて専門パネルに
よる官能評価を行ったところ、従来の密閉式および開放式抽出法で作製されたジンジャー
フレーバーを用いたドリンクフレーバーと比較し、このドリンクフレーバーは、ナチュラ
ルなジンジャーな香気を備え、且つ、スパイシーな強度があると評価された。
【００８６】



(18) JP 4977606 B2 2012.7.18

10

20

30

40

【００８７】
（実施例１９）
　上記実施例１１で得たカレーフレーバーＬを用い、レトルト食品用の調合香料として下
記組成のカレーフレーバーを作製した。このカレーフレーバーについて専門パネルによる
官能評価を行ったところ、従来の密閉式および開放式抽出法で作製されたカレーフレーバ
ーを用いたカレーフレーバーと比較し、このカレーフレーバーは、カレーを煮込んだよう
な調理感を備え、且つ、スパイスの香気と調和のとれた強度があると評価された。
【００８８】

【００８９】
（実施例２０）
　上記実施例１２で得たアーモンドフレーバーＭを用い、焼き菓子用の調合香料として下
記組成のナッツフレーバーを作製した。このナッツフレーバーについて専門パネルによる
官能評価を行ったところ、従来の密閉式および開放式抽出法で作製されたアーモンドフレ
ーバーを用いたナッツフレーバーと比較し、このナッツフレーバーは、アーモンドの好ま
しいロースト感を備え、且つ、強度があると評価された。
【００９０】
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【００９１】
（実施例２１）
　上記実施例１３で得たポークフレーバーＮを用い、ラーメン用の調合香料として下記組
成のトンコツフレーバーを作製した。このトンコツフレーバーについて専門パネルによる
官能評価を行ったところ、従来の密閉式および開放式抽出法で作製されたポークフレーバ
ーを用いたトンコツフレーバーと比較し、このトンコツフレーバーは、ナチュラルな調理
感と従来に無いトップ香気を備え、且つ、強度があると評価された。
【００９２】

【００９３】
（実施例２２）
　上記実施例２１で得たトンコツフレーバーを用い、下記表５の処方によりラーメンスー
プを作成した。
【００９４】



(20) JP 4977606 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

【表５】

【００９５】
（実施例２３）
　上記実施例１４で得たコンソメフレーバーを用い、下記表６の処方により、コンソメフ
レーバーをデキストリンに吸着させ、その他粉末材料と混合する、吸着法によりスナック
シーズニングを作製した。吸着タイプのスナックシーズニング５ｇを、味付け前のポテト
チップス９５ｇに対し、常法に従って混合し、味付けポテトチップスを作成した。
【００９６】
【表６】

【００９７】
（実施例２４）
　上記実施例１５で得たスパイスフレーバーを用い、下記表７の処方により、キャンディ
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ーを作成した。
【００９８】
【表７】

【００９９】
（実施例２５）
　上記実施例２０で得たナッツフレーバーを用い、下記表８の処方により、クッキーを作
成した。
【０１００】
【表８】

【０１０１】
（アプリケーションの官能評価）
　上記のラーメンスープ、味付けポテトチップス、キャンディー、クッキー（実施例２２
～実施例２５）それぞれは、通常の方法で作成されたものであるが、それらを食してみる
と、配合されているフレーバーの香気に充分な強度があり、且つ、それぞれに相応しい調
理感を備え、より好ましい飲食品であることが判った。
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